
一

（
地
方
創
生
及
び
消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

消
費
者
被
害
の
防
止
及
び
そ
の
回
復
の
促
進
を
図
る
た
め
の
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
（
閣
法
第
五
四
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

販
売
業
者
等
が
契
約
締
結
時
等
に
交
付
す
べ
き
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
購
入
者
等
の
承
諾
を
得
て
、
書
面
に
記
載
す

べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
申
込
者
等
が
、
契
約
の
申
込
み
の
撤

回
等
を
、
書
面
に
よ
り
行
う
こ
と
に
加
え
、
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
こ
と
も
で
き
る
も
の
と
す
る
。

２

通
信
販
売
に
お
け
る
契
約
の
申
込
み
に
係
る
書
面
等
に
お
い
て
、
不
実
の
表
示
や
、
人
を
誤
認
さ
せ
る
よ
う
な
表
示
を

禁
止
す
る
と
と
も
に
、
禁
止
に
違
反
し
た
者
に
対
す
る
罰
則
を
定
め
る
。

３

売
買
契
約
に
基
づ
か
な
い
で
送
付
さ
れ
た
商
品
に
つ
い
て
、
販
売
業
者
が
そ
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間

を
撤
廃
す
る
。

二
、
特
定
商
品
等
の
預
託
等
取
引
契
約
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正



二

１

法
律
の
題
名
を
「
預
託
等
取
引
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
全
て
の
物
品
を
規
制
の
対
象
と
す
る
。

２

内
閣
総
理
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
場
合
を
除
き
、
預
託
等
取
引
業
者
に
よ
る
物
品
等
の
売
買
契
約
及
び
当
該
物
品
等
を

対
象
と
す
る
預
託
等
取
引
契
約
に
つ
い
て
、
そ
の
勧
誘
等
及
び
締
結
又
は
更
新
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
禁
止
に
違
反
し

た
者
に
対
す
る
罰
則
を
定
め
る
。

三
、
消
費
者
の
財
産
的
被
害
の
集
団
的
な
回
復
の
た
め
の
民
事
の
裁
判
手
続
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

内
閣
総
理
大
臣
は
、
特
定
適
格
消
費
者
団
体
に
対
し
、
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
又
は
預
託
等
取
引
に
関
す
る
法
律
に

基
づ
く
処
分
に
関
し
て
作
成
し
た
書
類
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
等
を
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
場
合
の
効
力
発
生
時
期

に
つ
い
て
、
当
該
記
録
に
よ
る
通
知
を
発
し
た
時
と
す
る
こ
と
、
販
売
業
者
等
が
契
約
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的

方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
規
定
に
つ
い
て
、
施
行
期
日
を
一
年
延
期
す
る
と
と
も
に
、
施
行
後
二
年

を
経
過
し
た
場
合
の
検
討
規
定
を
設
け
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。


